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葬儀⽀援サービス（不動産売却）のお知らせ 
 

 
⽇野⾃動⾞福祉共済基⾦から「葬儀⽀援サービス（家族のための不動産売却）」のご案内です。 
 
空家を保有している⽅で、空家の法律が改訂されたこと、ご存知ですか？ 
管理不全空家に指定されると、固定資産税の軽減措置が受けられなくなる場合があります。 
 
詳細は次ページをご覧ください。 
 
 
 

【お問い合わせ先】⽇野⾃動⾞福祉共済基⾦ 042-586-5236（ 内線 81-5236） 

fukushikyosai@hfkk.hino.co.jp 

 

 
  








